
京都市職員給与条例等の一部を改正する条例（令和３年３月３０日京都市条例第   号）

（行財政局人事部給与課） 

現在実施している住居手当に関する特例措置及び経過措置の期間を次のとおり延長

することとしました。 

改  正  前 改  正  後 

令和３年３月３１日まで 令和８年３月３１日まで 

なお，当該経過措置により住居手当の支給を受けることができる期間は，一の住居に

つき６０月を限度とすることとしました。 

  この条例は，公布の日から施行することとしました。 
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 京都市職員給与条例等の一部を改正する条例を公布する。 

  令和３年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

京都市職員給与条例等の一部を改正する条例 

（京都市職員給与条例の一部改正） 

第１条 京都市職員給与条例の一部を次のように改正する。 

  附則第１２項中「平成３３年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改める。 

（京都市職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 京都市職員給与条例等の一部を改正する条例（平成２８年３月３０日京都市条例

第４７号）の一部を次のように改正する。 

  附則第９項及び第１２項中「平成３３年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改

める。 

  附則第１６項を附則第１７項とし，附則第１５項の次に次の１項を加える。 

１６ 一の職員が附則第９項及び第１２項の規定によりなおその効力を有するものと

される旧条例第９条の３の規定により住居手当の支給を受けることができる期間は，

一の住居につき６０月を限度とする。この場合において，職員と別に定める者とが同

一の住居について住居手当の支給を受けたときは，これらの者を一の職員とみなす。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

（行財政局人事部給与課） 
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